
各務原市建設工事の請負契約に係る入札及び契約情報等の公表に関する要綱 

（平成１６年３月２６日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の請負契約

に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の向上を図るため、公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）に基づ

き、入札及び契約に係る情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。 

 （公表の対象） 

第２条 公表の対象は、次条から第８条までに規定する情報とする。ただし、次条に

規定する情報にあってはその予定価格が４００万円を超えると見込まれるもの、第

５条から第７条までに規定する情報にあってはその予定価格が４００万円を超え

るものに限る（公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって本市の行為

を秘密にする必要があるもの及び各務原市契約に関する事務分掌を定める規程（平

成２２年訓令第１０号）の規定により所管課が契約するものを除く。）。 

２ 前項の規定は、同項の規定により公表の対象とされた情報以外の情報の公表を妨

げるものではない。 

 （発注の見通しの公表） 

第３条 市長は、毎年度当初に当該年度に発注することが見込まれる工事に係る次の

事項を記載した書面を閲覧の方法により公表する。 

（１）工事の名称、場所、期間、種別及び概要 

（２）入札及び契約の方法 

（３）入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期） 

２ 市長は、毎年度１０月１日を目途として、前項の規定により公表した事項を見直

し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を同項に規定する方法によ

り公表する。 

３ 前２項の規定による発注の見通しに係る情報の公表は、当該公表した日から当該

年度の末日までの間、行うものとする。 

 （競争入札参加資格等の公表） 

第４条 市長は、工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定めたとき、又は

当該資格を有する者に係る次に掲げる項目を掲載した名簿を作成したときは、遅滞

なく、閲覧の方法により公表する。 



（１）商号又は名称 

（２）所在地 

（３）登録業種 

（４）経営状況及び施工能力に関する評点並びに当該評点による順位 

（５）等級区分を定めたときの基準 

２ 市長は、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めたときは、遅滞

なく、閲覧の方法により公表する。 

３ 第１項の規定による情報の公表は同項の資格を定めたとき、又は同項の名簿を作

成したときからその資格の有効期限の末日までの間、前項の規定による情報の公表

は同項の基準を定めたときからその基準が改正されるまでの間、行うものとする。 

 （入札の執行前の情報の公表） 

第５条 市長は、工事の入札の執行に係る公告又は通知の日から当該入札の執行日ま

での間、次に掲げる事項を記載した書面を閲覧の方法により公表する。 

（１）工事の名称及び場所 

（２）入札の執行日時及び場所 

（３）予定価格（当該予定価格が５，０００万円未満の工事に限る。） 

（契約締結後の情報の公表） 

第６条 市長は、工事の契約締結後、遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を記

載した書面を閲覧の方法により公表する。 

（１）予定価格 

（１）の２ 調査基準価格及び失格判断基準又は最低制限価格 

（２）契約の相手方の商号又は名称及び所在地 

（３）工事の名称、場所、種別及び概要 

（４）工事着手の時期及び工事完成の時期 

（５）契約金額 

（６）指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指

名した理由 

（７）入札の参加者の商号又は名称及び入札金額 

（８）一般競争入札に参加させなかった者があるときは、その者の商号又は名称及び

その者を参加させなかった理由 

（９）低入札価格調査の結果、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、



他の者のうちの最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における

その者を落札者とした理由 

（１０）随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由 

（１１）総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札（以下「総合評価競争入札」

と総称する。）を行った場合における当該総合評価競争入札を行った理由 

（１２）総合評価競争入札を行った場合の落札者決定基準 

（１３）総合評価競争入札を行った場合において、落札者となるべき者を落札者とせ

ず他の者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みを

した者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

２ 市長は、前項第５号の金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変

更後の契約に係る同項第２号から第５号までに掲げる事項及び変更の理由を記載

した書面を閲覧の方法により公表する。 

３ 前２項の規定による情報の公表は、当該公表した日から翌年度の３月末日までの

間、行うものとする。 

 （低入札価格調査の概要の公表） 

第７条 市長は、低入札価格調査制度に基づく調査を実施したときは、遅滞なく、当

該調査の結果の概要を記載した書面を閲覧の方法により公表する。 

２ 前条第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

 （競争入札参加資格停止に係る情報の公表） 

第８条 市長は、競争入札参加資格停止の措置をとったときは、遅滞なく、当該措置

の対象者の商号又は名称並びに当該措置の期間及び理由を記載した書面を閲覧の

方法により公表する。 

２ 第６条第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

（閲覧の場所等） 

第９条 第３条第１項及び第２項、第４条第１項及び第２項、第５条、第６条第１項

及び第２項、第７条第１項並びに前条第１項の規定による閲覧の方法による情報の

公表場所は、総務部契約経理課とする。 

２ 公表する情報の閲覧を希望する者は、所定の閲覧簿に必要事項を記入するものと

する。 

３ 市長は、この要綱の規定により情報の公表を行う場合において、必要があると認

めるときは、閲覧の方法に加えて、ウェブサイトへの掲載、報道機関への情報提供



その他適当な措置をとることができる。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、決裁の日から施行し、平成１６年度予算に係る契約から適用する。

ただし、第７条第２項の規定は、平成１６年４月１日以後、新たに契約を締結した

工事について適用する。 

２ 各務原市予定価格事前公表要綱（平成１２年１２月２５日決裁）は、廃止する。 

附 則（平成１８年３月２４日決裁） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市建設工事の請負契約に係る入札及び契約情報等の公表に関する

要綱の規定は、平成１８年度の予算に係る契約から適用し、平成１７年度の予算に

係る契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年９月７日決裁） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市建設工事の請負契約に係る入札及び契約情報等の公表に関する

要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指名通知を行う契約について適用し、同

日前に指名通知を行った契約については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２１年３月３０日決裁） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市建設工事の請負契約に係る入札及び契約情報等の公表に関する

要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札の公示又は通知を行うものから適用

する。 

   附 則（平成２５年９月３０日決裁） 

 この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日決裁） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月３１日決裁） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２４日決裁） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



   附 則（平成３０年３月２７日決裁） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年１月３１日決裁） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条第１項第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に入札の公告又

は通知を行うものについて適用する。 

附 則（令和７年９月３０日決裁） 

１ この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第１項ただし書の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに発注

の見通しの公表をする建設工事について適用し、同日前に発注の見通しの公表をし

た建設工事（同日以後に公表した事項の変更を行うものを含む。）については、な

お従前の例による。 

附 則（令和８年３月１７日決裁） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


